
愛知県管理河川における草刈り作業の地域住民団体等への委託実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、県管理河川において、地域に密着したきめ細かな草刈り作業を県と地

元市町村や地域住民が一体となって推進するとともに、河川利用の促進を目指して、地域

住民団体等に草刈り作業を委託するため、必要な事項を定めるものである。

（用語の定義）

第２条 「地域住民団体等」とは、自治会、婦人会、老人クラブ、市民団体及びこれに準ず

る団体のうち、自発的な意思により、前条の趣旨に合った活動を行う団体で、地元市町村

に在住・在勤している代表者及び役員により構成されている団体をいう。

（草刈り区間の公表）

第３条 建設事務所長（以下「所長」という。）は、原則として毎年度当初、県が通常草刈

りを実施している区間のほか所長が必要と認めた区間のうち、地域住民団体等から草刈り

作業の要望があり、溝や障害物のない作業上安全な法面などで、地域住民団体等への委託

が望ましい区間を定め、公表するものとする。

２ 実施区間は、１委託あたりの実施面積は原則として 500ｍ２以上とする。

（市町村との協議） 

第４条 所長は、前条の草刈り区間の公表を行うにあたり、あらかじめ、刈草等の受け入れ

条件について、地元市町村と協議（様式２-１,２-２）を行うものとする。 

（実施方法）

第５条 所長は、第 3条により定めた区間について、原則として毎年４月１日から４月３０
日まで草刈り実施を希望する地域住民団体等を別に定める要項により公募する。

２ 当該区間で草刈りを行おうとする地域住民団体等は、原則として毎年５月１５日までに

実施計画書（様式１）を所長（電子も可とする）に提出するものとする。

３ 所長は実施計画書が提出された場合は、別に定める基準により地域住民団体等を選定す

る。

（契約の締結）

第６条 所長は前条第３項にて選定した地域住民団体等の代表者と委託契約（様式３）を締

結し、市町村に通知するものとする。

（契約額）

第７条 契約額の算定は、ｍ２あたりの単価に基づくものとし、毎年度所長が別途定めるも

のとする。

２ 契約額については、草の刈取り回数により定めるものとし、刈取り回数２回に要する経

費を上限とする。

３ 契約額については、消費税を含むものとする。



（草刈り作業の一時中止等）

第８条 洪水、地震などの天災により、草刈り区間の状態が変化したため、地域住民団体等

が除草作業をできないと認められるときは、所長は草刈り作業を中止又は一時中止させな

ければならない。

（完了報告書）

第９条 地域住民団体等は草刈り作業を完了したときは実施回ごとに、直ちに作業完了報告

書（様式４）を所長に提出しなければならない。但し、刈取り回数２回の場合における初

回の刈取り完了時の作業完了報告書には中間払いの希望の有無を明記するものとする。

（完了検査）

第 10 条 所長は作業完了報告書の提出があったとき、検査員任命書（様式５）等により、
所内の職員を検査員に任命し、直ちに検査を実施させるものとする。

２ 検査は、実施回ごとに提出される作業完了報告書をもって実施するものとし、刈取り回

数２回の場合は初回の刈取り完了時も検査を実施するものとする。

なお、クラック等の異常の発見が報告された場合や、地域住民団体等との意見交換など、

必要に応じた現地の状況確認は別途実施するものとする。

３ 検査員は完了検査調書（様式６）を作成し所長に提出し、最終検査が終了した時点で作

業完了認定書（様式７）により地域住民団体等へ通知しなければならない。但し、刈取り

回数 2回の場合における初回の刈取り完了時の作業完了報告書において、中間払いの希望
が明記されている場合は、初回の作業完了認定書の通知を行うものとする。

４ 検査時の基準は別記１のとおりする。

５ 検査の結果修補が必要なときは、検査員は、修補指示書（様式８）による指示を行う。

（支払い）

第11条 所長は、作業完了認定書により認定した地域住民団体等から請求書（様式９）によ
る請求を受けたときは、３０日以内に委託料を支払わなければならない。

（中間払い）

第11条の2 地域住民団体等は、刈取り回数が２回の場合において、１回目の作業完了部分
に相当する額について、中間払いを請求することができる。

（委託料の使途）

第 12条 委託料は、地域住民団体等の活動資金に充てるものとする。

（契約の解除等）

第 13条 所長は地域住民団体等が契約条項を適正に履行しない場合は、契約を解除するこ
とができるものとし、契約を解除した場合は市町村長に通知するものとする。

（保険等）

第 14条 地域住民団体等は、傷害保険と賠償責任保険に加入するものとする。
２ 作業中の事故及び第三者との紛争については、地域住民団体等の責任において処理する



ものとする。

（重複実施の禁止）

第 15条 地域住民団体等に草刈り業務を委託した区間と通常の業者請負で実施する区間と
の重複実施は行わないものとする。

２ 本実施要領に基づく草刈作業は、河川愛護実施要領に基づく活動として認めないものと

する。

（その他）

第 16条 この要領に定めのない事項については、地域住民団体等と所長が協議して定める
こと。

附 則

１ この要領は平成１７年４月 １日から施行する。

２ この要領は平成１８年１月３１日から施行する。

３ この要領は平成１８年３月１０日から施行する。

４ この要領は平成２０年３月１１日から施行する。

５ この要領は平成３０年４月１６日から施行する。

６ この要領は平成３０年８月 １日から施行する。

７ この要領は令和 ３年１月 １日から施行する。



（別記１）実施要領第 10条第４項関係

検 査 時 の 基 準

検査項目 基準

検査時の

目安

刈り取り草丈 平均２０ｃｍ程度以下

刈り取り状況 現地における図面に表示された

杭等の範囲内の起点・中間点・終

点における報告写真の確認



実施要領第 5条第 3項関係

地域住民団体等選定基準

１ 団体の存在や活動内容を地元市町村は把握しているか。

２ 日ごろの活動範囲は草刈り区間に含まれているか、又は隣接しているか。

３ 河川愛護実施要領に基づく活動との重複実施はないか。

４ 申出の理由、地域住民へのメリットが優れているか。

５ その他ピーアール事項が優れているか。

評価については、下表のとおり実施するものとし、網掛け部分については評点から除外し、

不可が一つでもある団体は契約対象から除外するものとする。

項目 秀

（３点）

優

（２点）

良

（１点）

可

（０点）

不可

（０点）

点数

１

２

３

４

５

合計

注：どうしても一つの地域住民団体等を選定できない場合は、例外的に草刈り面積が 500m2

未満となっても分割し、複数の団体で実施できるものとする。


